
公益社団法人日本セラミックス協会細則 

2010 年 7 月 30 日理事会承認  
（総則） 

第 １条 本会の運営は、法令及び定款に定めるもののほかはこの細則による。 

 

   第 １章 支部 

（支部の設置） 

第 ２条 本会は定款第５１条第１項に基づき７つの支部を設置し、その名称と区域は以下の通りとす

る。 
      (1) 東北北海道支部  
   北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県  

(2) 関東支部 
   茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、山梨県 

及び長野県  
(3) 北陸支部 

   富山県、石川県及び福井県  
(4) 東海支部 

   岐阜県、愛知県及び三重県  
(5) 関西支部 

   滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県    
(6) 中国四国支部 

   鳥取県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県  
(7) 九州支部 

   山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県  
    ２ 会員の所属する支部は、会員住所（協会誌の送付先）に従うものとする。 
    ３ 海外在住会員は、本部の直属とする。 
 

(支部の運営) 
第 ３条 支部は、本細則及び理事会で別に定める支部通則によるほか、各支部が定める支部運営規

程により運営する。 
２ 前項の支部運営規程の制定及び変更は、理事会の承認を得るものとする。  

(支部長)  
第 ４条 支部長は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。 
    ２ 支部長は、支部を代表し支部の会務を統括する。 
    ３ 支部長は、支部の状況を随時会長に報告し、重要な事項については理事会の承認を得なけ

ればならない。  
(支部の分離と統合)  

第 ５条 支部の分離又は統合については、理事会及び総会の決議を得なければならない。  
(変更の手続)  

第 ６条 総会において支部変更が決議されたときは、当該支部は１ｹ月以内に支部運営規程及び支
部役員の名簿を理事会に提出し理事会の承認を得なければならない。 

(経 費)  
第 ７条 支部には、経費の一部を支給する。 
    ２ 前項の支給額は、固定部分と前年度１２月末において各支部に所属する会員数に比例する

部分から構成され、理事会で決議される。 
   
   第 ２章 会員  

(正会員の種類)  
第 ８条 本会の定款第６条第１項に定める正会員の種類は以下の通りとする。 

（１） 個人会員 本会の目的に賛同して入会した者 
（２） 特別会員 本会の目的に賛同して入会した法人または団体並びにそれらの事業所 
（３） 教育会員  大学以外の学校教育に従事している者 
（４） シニア会員 会員歴１０年以上かつ満年齢６０才以上で申請のあった者 
（５） 永年継続会員  会員歴３０年以上で満年齢７５歳以上の者 

 （入会金および会費） 
第 ９ 条  入会を希望する者は、別表．１に定める入会金を納めなければならない。 
    １ 正会員および学生会員は、別表．２に定める年会費を当該年度の４月３０日までに納めなけれ

ばならない。 
    ２ 会費の納入が ３ヶ月以上おくれた会員には、学術論文誌及び協会誌の送付を停止する。 
    ３ 退会時の会費の払い戻しについては理事会の定めるところによる。（事務処理内規） 
    ４ 会費の滞納が１年以上に及ぶときは、定款第１２条第１号の定めにより退会したものとみなす。 



 （会員の種類の変更） 
第 １０条 会員が、その種類もしくは特別会員がその級を変更しようとするときは書面もしくは電磁的方

法によって申請し、理事会の承認を得なければない。 
    ２ 学生会員が学籍を有しなくなったときは正会員となる。 

（会員の権利） 
第１１条 正会員は、代議員の選任権並びに被選任権を行使することができる。ただし、特別会員にあ

っては代表登録者とする。 
    ２ 正会員および学生会員は、本会の実施する諸事業に参加する場合のほか、本会所有の図書

の閲覧、本会発行の図書の購入及び本会施設の利用等にあたって費用割引の特典を受ける
ことができる。 

    ３ 特別会員に所属する者は、前号の特典を受けることができる。 
    ４ 正会員および学生会員には、学術論文誌「Journal of the Ceramic Society of Japan」及び協会

誌「セラミックス」を、毎月、送付する。ただし、新入会員及び年会費滞納会員への送付につい
ては別途定める。 

    ５ 特別会員には、その級に応じて配布数を別途定める。  
（一括扱い） 

第１２条 常時１０名以上の会員が勤務又は在籍する学校、会社等においては、その所属する会員を一 
括して会費ほか代金の納入及び書籍の配布等の取扱いを受けることができる。 

    ２ 前項の場合、事前に本会に届出て会費又は代金を分納することができる。 
    ３ 一括扱いについては、その取扱いの責任者を本会に届出なければならない。  
 

第 ３章 代議員の選任 
 （代議員の選任） 
第１３条 本会の定款第６条第２項に定める代議員の選任は，代議員選任規程の定めるところによる。  
    ２ 代議員選任規程の制定及び変更は、理事会の決議を経て総会の承認を得なければならな

い。 
 
  第 ４章 役員候補の選任 
 （総則） 
第１４条 本会の定款第２３条第１項に定める役員の候補者選任は、本細則の定めるところによる。 
 （役員候補者推薦委員会） 
第１５条 役員候補者を推薦するため、役員候補者推薦委員会を置く。 
    ２ 役員候補者推薦委員の数は１８名以内とし、任期は１年とする。  
    ３ 委員は、理事のうちから会長が指名し、会長が委員長となる。 
 （役員候補者の選任） 
第１６条 正会員は役員候補者推薦委員会に役員候補として立候補を申し出ることができる。（立候補

者） 
    １会長は、役員候補者について、理事に推薦を求めることができる。（推薦候補者） 
    ２ 委員会は、全委員の過半数で成立し、議事はその過半数の同意をもって決議される。 
      ただし、議決権を委任した者は出席したものとする。 
    ３ 委員会は立候補および推薦のあった候補者のうちから次期役員候補者を理事会に推薦す

る。 
    ４ 理事会は、次期役員候補者を決定し、総会の前に協会誌「セラミックス」紙面にて会員に告知

する。 
 
  第 ５章 役員の職務 
 （総則） 
第１７条 役員の職務は、法令及び定款で定めるもののほかは本細則によるものとする。 
 （副会長の会務分担） 
第１８条 副会長は、理事会の議を経て担当する会務を分担することができる。 
 （専務理事の職務） 
第１９条 専務理事は常勤とし、定款第２５条第４項の定めにより次の事項を担当し統括する。  

(1) 日常会務の処理  
(2) 事務局の管理  

    ２ 専務理事は、会務処理のため必要に応じ会長及び業務執行理事の職務について代行する。 
 （会務の分担） 
第２０条 定款第２５条第５項に定める常任理事が分担して担当する職務は、総務、経理、運営、行事企

画、編集、科学・技術研究、国際交流、教育、標準化、出版、広報及び工芸とする。 
    ２ 状況に応じて、一つの職務を複数の理事で分担すること、あるいは二つの職務を一人の理事

が兼ねることができる。ただし、複数で担当する場合は常任理事がその責を負う。 
    ３ 委員会が設置される場合は、該当する職務担当の常任理事が委員長となる。 
    ４ 各常任理事の選任は、理事会がこれをおこなう。 
 

第 ６章 経営諮問会議 



 （経営諮問会議の設置） 
第２１条 本会は、定款第５１条第１項に基づき経営諮問会議を設置する。 
    ２ 本会議の委員は、顧問、協会役員経験者、有識者及び役員の内から、理事会の承認を得て

会長が委嘱する。 
    ３ 本会議の議長は会長がこれにあたる。 
 （委員の構成） 
第２２条 本会議の委員は、議長を含め１０名以上１５名以内とし、役員の数は半数以内とする。 
 （職務） 
第２３条 本会の活動状況、運営状況及び財務状況等の全般について、会長の諮問に応え俯瞰的な 

立場から会長に提言する。 
 
  第 ７章 経営審議会 
 （経営審議会の設置） 
第２４条 本会は、定款第５１条第１項に基づき経営審議会を設置する。 
    ２ 経営審議会委員は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。 
    ３ 経営審議会の議長は理事会で選任された代表理事の１名がこれにあたる。 
 （委員の構成） 
第２５条 経営審議会委員は、議長を含め１０名以内とする。 
 （職務） 
第２６条 本会活動の将来構想及び将来計画について中長期的展望に基づき策定し、理事会に答申

する。 
   

第 ８章 委員会 
 （総則） 
第２７条 本会は、定款第５１条第１項に基づき、本会の目的を達成するため、委員会を設置する。 
    ２ 委員会は、常任理事が委員長をつとめ、委員会に定められた会務の執行にあたる。 
 （委員会の運営） 
第２８条 委員会は、理事会で定める委員会通則及び各委員会規程に従い運営する。 
    ２ 委員会の委員長は常任理事がこれにあたる。 
    ３ 前項の委員会規程の制定及び変更は、理事会の承認を得なければならない。 
 （委員会の種類） 
第２９条 本会に、別表．３の委員会を常置する。 
    ２ 必要な場合、理事会の承認を得て、臨時委員会又は専門委員会を設置することができる。 
 （委員） 
第３０条 委員は、委員長が選任し理事会の承認を得て会長が委嘱する。   
 
  第 ９章 部会 
 （総則） 
第３１条 本会は、定款５１条第１項に基づき、本会活動をより効果的に推進するため部会を設置する。  
 （部会の運営） 
第３２条 部会の運営は、本細則のほか各部会が定める部会会則のよるものとする。 
    ２ 部会は部会員を持って構成し、部会長は理事会の承認を得て会長が委嘱する。 
    ３ 部会長は、部会の状況を随時会長に報告し、重要な事項については理事会の承認を得なけ

ればならない。 
    ４ 本会の会員は、希望する部会の全てに参加することができる。 
    ５ 部会は、理事会の承認を得て分科会をおくことができる。 
    ６ 前項の部会会則の制定及び変更は、理事会の承認を得なければならない。 
 (部会の種類) 
第３３条 本会に、別表．４の部会を設置する。 
    ２ 部会の設置、改組及び廃止は理事会の決議を得なければならない。 
 （経費） 
第３４条 部会には、経費の一部を支給する。 
    ２ 前項の支給額は理事会で定める。 
 
  第 １０章 研究会 
 （研究会の設置） 
第３５条 本会は、定款５１条第１項に基づき、セラミックスにおける境界領域的、萌芽的、学際的、業際

的及び生産技術的研究の発展を支援するため研究会を設置する。 

    ２ 研究会の運営に関しては理事会で別に定める研究会規約によるものとする。 

 

  第１１章 図書の発行 

 （総則） 



第３６条 本会は、定款第５条第２号に基づき、図書を発行する。 

 （定期刊行物） 

第３７条 本会は、毎月、次の書籍を発行する。 
（１） 学術論文誌（誌名 Journal of the Ceramic Society of Japan、 略称 JCS-Japan） 
（２） 協会誌（誌名 セラミックス、略称セラ誌） 

    ２ 前項２誌の休刊、増刊及び廃刊等の変更並びに新規定期刊行物の発刊は理事会の承認を
経ておこなうものとする。 

    ３ 前項２誌に掲載される記事及び内容は、それぞれの編集委員会がみとめたものとする。 
 （随時刊行物） 
第３８条 本会は、セラミックスに関する専門書あるいは啓発図書を時宜に応じて発行する。 
    ２ 随時刊行物の企画及び発行は、常置委員会の出版委員会が担当する。 
 （著作権） 
第３９条 本会の発行する図書に掲載された報文、その他の記事等についての著作権は、著者との特

別の約定がない限り本会に帰属するものとする。 
 （寄贈、交換及び処分） 
第４０条 本会の発行する図書を寄贈、交換あるいは処分するのには理事会の承認を得なければなら

ない。 
 
  第１２章 表彰  
 （表彰の種類） 
第４１条 本会の定款第５条第５号に定められた表彰の種類は別表.５のとおりとする。 
 （運営通則） 
第４２条 前条の別表．５の各賞についての、目的、募集（応募）方法、受賞資格、賞の内容及び選考等、

それぞれの表彰の細目要件については、理事会が各賞ごとに個別に定める各賞表彰規程に
よるものとする。 

    ２ 各賞の選考委員会はそれぞれ独立して設置され、選考委員は理事会の承認を得て会長が委
嘱する。 

    ３ 表彰受賞者は協会誌「セラミックス」に掲載する。 
 （臨時表彰） 
第４３条 本会は、理事会の議決を経て臨時に表彰をおこなうことができる。（特別表彰） 
 
  第１３章 事務局 
 （職員の職務） 
第４４条 職員の職務は、理事会が別に定める事務処理規程によるものとする。 
    ２ 職員の服務及び労働条件等については就業規則によるものとする。 
 
 
附則 
１． この規程の改廃は理事会の決議を経て総会に報告する。 

２． この規程は「整備法」第１０６条第１項に定める公益法人設立の登記の日から施行する。 



 

別表．１ 入会金   

   (円）  

   正会員 個人会員 1,000  

   特別会員 10,000  

   学生会員   1,000  

 

 

別表．２ 会費  

       （円／年） 

  正会員 個人会員 12,500 特別会員 １級 370,000 

   教育会員 7,300        ２級 310,000 

   シニア会員 6,000        ３級 250,000 

              ４級 130,000 

              ５級 100,000 

              ６級 70,000 

  学生会員   6,000   

 

 

 

 

別表．３ 常置委員会 

 

運営委員会  協会の日常業務に関する懸案事項について検討し改善策を理事会に提案する。 

    ・定款及び諸規程ほか、協会のガバナンスに関する事項 

    ・収支及び資産管理等協会の財務に関する事項 

    ・表彰及び助成に関する事項 

    ・事務局に関する事項 

    ・その他総務、財務及び経理に関する事項 

科学・技術委員会  科学・技術研究の情報を集約し、協会として対外発信する提言を策定する。 

    ・政府機関及び関連学協会連合体との研究及び調査活動の連携に関する事項 

    ・科学・技術研究に関する協会のロードマップの策定とローリングに関する事項 

    ・その他学術並びに科学・技術研究の推進とその建議に関する事項 

国際交流委員会  海外の関連諸団体との国際交流活動を通してグローバル戦略を検討し提言する。 

    ・国際会議への協会派遣団に関する事項 

    ・協会主宰の国際会議に関する事項 

    ・国際交流事業準備資金の管理に関する事項 

    ・その他国際交流の推進に関する事項 

行事企画委員会  研究発表会等の協会が主宰する行事の計画を策定し、その運営を統括する。 

    ・年会及び秋季シンポジウムに関する事項 

    ・関連学協会及び団体の研究発表会等行事の共催、協賛等連携に関する事項 

    ・その他協会の新規行事に関する事項 

論文誌編集委員会  学術論文誌「Journal of the Ceramic Society of Japan」の刊行を統括する。 

    ・論文誌の企画に関する事項 

    ・投稿規程、投稿原稿の審査及び採否の決定とその処理に関する事項 

    ・その他論文誌の編集に関する事項 



協会誌編集委員会  協会誌「セラミックス」の刊行を統括する。 

    ・協会誌の企画に関する事項 

    ・原稿の依頼及び整理並びに投稿原稿の採否の決定とその処理に関する事項 

    ・その他協会誌の編集に関する事項 

出版委員会  専門書あるいは啓発書等の随時刊行図書の刊行を統括する。 

    ・随時刊行物の企画及び原稿依頼、編集に関する事項 

    ・出版社との契約に関する事項 

    ・その他随時刊行物に関する事項 

広報委員会  協会ホームページを活用した広報活動を統括する。 

    ・協会ホームページの全体企画に関する事項 

    ・協会ホームページのコンテンツの充実及び更新に関する事項 

    ・その他電子情報を利用した広報活動に関する事項 

標準化委員会  標準化に関する機構及び団体と連携し標準化推進及び協会規格の保守を統括する。 

    ・国際標準化機構（ISO)及び国際電気標準化会議（IEC)規格に関する事項 

    ・日本工業規格（JIS)に関する事項 

    ・日本セラミックス協会規格（JCRS)及び同標準物質（JCRM)の認証に関する事項 

    ・その他標準化に関する事項 

教育委員会  教育の場における効果的なセラミックスに関する教育について検討し実践する。 

    ・大学ほか教育機関及び企業内における教育の普及に関する事項 

    ・セラミックスの教育に関する講習会或いは講演会の実施に関する事項 

    ・その他セラミックスの教育に関する事項 

 

 

別表．４ 部会 

  

  １． 基礎科学部会 

  ２． 資源・環境関連材料部会 

  ３． 陶磁器部会 

  ４． ガラス部会 

  ５． 琺瑯部会 

  ６． セメント部会 

  ７． エンジニアリングセラミックス部会 

  ８． 電子材料部会 

  ９． 生体関連材料部会 

 １０． 団体部会 

 

 

別表．５ 表彰 

 

     １． セラミックス大賞   

    ２．セラミックス協会賞    功労賞 

                  学術賞 

     進歩賞 

                   技術賞 

                   技術奨励賞 

                   功績賞 



    ３．セラミックス賞   

    ４．協会活動有功賞   

    ５．Journal of Ceramic Society of Japan 優秀論文賞・優秀総説賞 

    ６．２１世紀記念国際交流賞個人冠賞 

    ７．日中セラミックス科学・技術交流賞 

    ８．日豪合同セラミックス賞 

    ９．日本セラミックス協会学術写真賞 

   １０．日本セラミックス協会優秀ポスター発表賞 

 

 


